
 

③キャンプ生活について（公共マナーを守って快適なキャンプ生活を！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

④必要な持ち物 

野

外

炊

事

に

使 

用 

調理する際 

 必要なもの 

食 ・食材(斡旋可能*1) ・食器類（皿・お椀・箸など）《冷蔵庫はありません。》 

火 ・ライター ・新聞紙 ・うちわ ・軍手（綿１００％が望ましい。） 

洗 ・洗剤 ・スポンジ ・たわし（金たわし） ・ふきん 

かまどに必要 (カレー等) ・まき ・油 ・みがき粉 (鍋・やかんの使用時に必要です。) 

コンロに必要 (BBQ 等) ・炭 ・着火材 ・ライター ・新聞紙 ・うちわ ・油（返却時のｺｰﾃｨﾝｸﾞ用） 

あると便利なもの ・さいばし ・トング ・ピーラー ・クーラーボックスなど 

宿

泊

時

に

追

加 

・懐中電灯・ランタン類（乾電池式）・・・夜間の移動時に必要です。 

※３Ａ・３Ｂ・４サイト食卓にはテント屋根、ＬＥＤ照明があります。 

・タオル類・洗面用具など  （シャワーご利用の場合･･･・シャンプー・石鹸等）  

・雨具・防寒着・救急用品・保険証・事務用品等など 

（朝夕は冷え込む時があります。天候や活動内容に応じてご準備ください。） 

・灯油（キャンプファイヤーをする場合のみ）             他、プログラムに必要なもの 

あると便利なもの ・虫除けスプレー・殺虫剤・タオルケット・バスタオルなど 

*1 テントを持ち込む場合は寝具類はすべてご持参ください。 

*2 ＜食材の斡旋＞は１０日前までに予約が必要です。申し込み・打ち合

わせは直接右記(青年の城食堂のぞみ会)までお願いします。 

(発注数の変更は３日前までにお願いします。) 

 

 

活動時間外で騒いだりすることは、他のお客様

のご迷惑になりますのでご遠慮ください。 

滋賀県母子福祉 
「のぞみ会」 

TEL 077-586-2115 
FAX 077-586-6084 

① テント・ロッジ内での飲食・火気の使用（喫煙等）はできません。 

② 炊事場およびファイヤー場以外での火気の使用は厳禁です。 

（バーベキューコンロの設置場所についてはご相談下さい。） 

③ 貴重品等は各自・各団体やグループで責任を持って管理してください。 

（紛失や盗難・破損について、センターは一切責任を負いません。） 

④ 食材や生ゴミはカラスや他の動物が持ち去ったり荒らしたりすることがありますの

で、ご注意ください。 

⑤ キャンプ場における活動時間は次の通りです。 

起床・・・ ６：００  （４月～９月）  ６：３０  （１０月～３月） 

就寝・・・ ２２：００  （通年）   

 

 

⑥ 雨天活動場・広場・炊事場やトイレ・屋外シャワー等は、共用の施設です。譲り合っ

てご利用いただきますようお願いします。 

⑦ 炊事場の柱付近に「サイトコール（インターホン）」がありますので、事務所との連

絡の際にご利用ください。（不通時には携帯電話などでご連絡ください。） 

⑧持ち込みをお断りするもの(火災・事故防止の為。) 

●打ち上げ・吹き出し花火(手持ち花火は可。水で消火後、可燃ゴミに分別してください。) 

●ガソリン類     ●プロパンガス（調理用等で別途使用許諾済は除く。） 

●動物・ペット類   ●その他危険物 


